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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成23年8月11日(2011.8.11)

【公表番号】特表2010-533641(P2010-533641A)
【公表日】平成22年10月28日(2010.10.28)
【年通号数】公開・登録公報2010-043
【出願番号】特願2010-517020(P2010-517020)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｆ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｆ   7/00    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月23日(2011.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実験式：
　Ａｌ２（ＯＨ）６－ａＸａ

（式中、０．５≦ａ≦５．０であり、Ｘは窒素のアニオンである）
を有し、－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも６０％
を構成するＮＭＲスペクトルを有する、塩基性アルミニウム組成物。
【請求項２】
　－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも７０％を構成
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも８０％を構成
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも９０％を構成
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも９５％を構成
する、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　ＮＭＲスペクトルが、該ＮＭＲスペクトル中に存在する－４０～＋４０ｐｐｍの範囲内
の少なくとも１つの共鳴線以外の他の共鳴線を実質的に含まない、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の組成物。
【請求項７】
　該組成物の全アルミナ重量を基準として３重量％未満の金属酸化物不純物を含む、請求
項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　該組成物の全アルミナ重量を基準として１重量％未満の金属酸化物不純物を含む、請求
項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
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　該組成物の全アルミナ重量を基準として０．１重量％未満の金属酸化物不純物を含む、
請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　該金属酸化物不純物が、ナトリウム、鉄、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、カル
シウム、又はこれらの混合物の酸化物を含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成
物。
【請求項１１】
　該組成物の全アルミナ重量を基準として０．２重量％未満の酸化ナトリウム不純物を含
む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　実験式：
　Ａｌ２（ＯＨ）６－ａＸａ

（式中、０．５≦ａ≦５．０であり、Ｘは窒素のアニオンである）
を有し、組成物の全アルミナ重量を基準として３重量％未満の金属酸化物不純物を含む、
塩基性アルミニウム組成物。
【請求項１３】
　該組成物の全アルミナ重量を基準として１重量％未満の金属酸化物不純物を含む、請求
項１２に記載の組成物。
【請求項１４】
　該組成物の全アルミナ重量を基準として０．１重量％未満の金属酸化物不純物を含む、
請求項１２に記載の組成物。
【請求項１５】
　該金属酸化物不純物が、ナトリウム、鉄、マグネシウム、チタン、ジルコニウム、カル
シウム、又はこれらの混合物の酸化物を含む、請求項１２～１４のいずれか１項に記載の
組成物。
【請求項１６】
　該組成物の全アルミナ重量を基準として０．２重量％未満の酸化ナトリウム不純物を含
む、請求項１２～１５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１７】
　－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも６０％を構成
するＮＭＲスペクトルを有する、請求項１２～１６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１８】
　－４０～＋４０ｐｐｍの共鳴線がＮＭＲスペクトルの全面積の少なくとも７０％を構成
する、請求項１２～１６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１９】
　ＮＭＲスペクトルが、該ＮＭＲスペクトル中に存在する－４０～＋４０ｐｐｍの範囲内
の少なくとも１つの共鳴線以外の他の共鳴線を実質的に含まない、請求項１２～１８のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項２０】
　実験式：
　Ａｌ２（ＯＨ）６－ａＸａ

（式中、０．５≦ａ≦５．０であり、Ｘは窒素のアニオンである）
を有し、－４０～＋４０ｐｐｍの範囲内の少なくとも１つの共鳴線以外の他の共鳴線がＮ
ＭＲスペクトル中に実質的に存在しないＮＭＲスペクトルを有する、塩基性アルミニウム
組成物。
【請求項２１】
　酸化アルミニウム金属塩を、約６以下のｐＨにおいて硝酸と反応させてアルミナ沈殿物
及び金属硝酸塩を形成し；
　該金属硝酸塩を該沈殿物から除去し；
　該沈殿物に硝酸を加えてスラリーを形成し、該沈殿物の硝酸塩に対するアルミニウムの
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比を調節し；そして
　該スラリーを加熱して塩基性硝酸アルミニウムの溶液を形成する；
ことを含む、塩基性硝酸アルミニウム組成物の製造方法。
【請求項２２】
　該金属が、ナトリウム、カリウム、又はこれらの混合物である、請求項２１に記載の方
法。
【請求項２３】
　該酸化アルミニウム金属塩がアルミン酸ナトリウムである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　該金属硝酸塩が硝酸ナトリウムである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　該ｐＨが約５以下である、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２６】
　該ｐＨが約４．５以下である、請求項２１～２４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　脱イオン水で清浄することによって該金属硝酸塩を除去する、請求項２１～２６のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項２８】
　硝酸塩に対するアルミニウムの比が約１．０以上である、請求項２１～２７のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項２９】
　硝酸塩に対するアルミニウムの比が約１．２以上である、請求項２１～２７のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項３０】
　水を除去することによって溶液を濃縮する、請求項２１～２９のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項３１】
　溶液を濾過して不純物を除去する、請求項２１～３０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３２】
　溶液を乾燥して塩基性硝酸アルミニウムの粉末を形成する、請求項２１～３１のいずれ
か１項に記載の方法。
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